
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人Ｄ、同Ｅ、同Ｆ、同Ｇの上告理由第一点について。

　論旨は、物納許可の対象となつた財産税債権については右許可が取り消されない

かぎり消滅時効が進行しないものと解すべきであるのに、これが進行するものと解

して本件財産税債権の時効消滅を認めた原判決には、時効に関する法律の解釈適用

を誤つた違法があるという。しかし、財産税法施行規則六〇条によれば、物納の許

可を受けた税額に相当する財産税は、物納に充てようとする財産の引渡、所有権移

転の登記その他法令により第三者に対抗することのできる要件を充足した時におい

て納付があつたものとされ、同規則五五条によれば、物納許可後物納に充てるべき

財産の状況に著しい変化を生じたときは、収納の時の現況により収納価額を定めう

ることになつており、また、昭和二二年政令第一〇九号（財産税法等による物納に

因る不動産登記の特例に関する政令）一条によれば、財産税法五六条の規定に基づ

く不動産による物納の許可があつた場合において、税務署長が当該不動産の所有権

について登記を登記所に嘱託するには、その嘱託書に登記義務者の承諾書および登

記義務者の権利に関する登記済証を添付することを心要としないというのであり、

これらの規定の趣旨を考慮すれば、財産税について不動産が物納許可の対象とされ

た場合には、右許可によつて直ちに財産税債権が消滅するのではなく、右不動産に

ついて物納許可を原因として所有権移転登記を完了するまでは財産税債権が依然と

して存続するものと解すべきであるとともに、税務署長としては、物納許可後はも

はや金銭納付を請求することは許されないけれども、物納者の協力を俟たず、いつ

でも単独で右不動産につき所有権移転登記手続を経由し、もつて財産税債権を消滅
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させることができるのであるから、物納許可後も財産税債権について消滅時効が進

行するものと解するになんら妨げがないというべきである。論旨は、これと異なる

独自の見解に立つて、原判決を非難するに帰し、採用するに足りない。

　同第二点について。

　論旨は、物納許可の時に財産税債権が存在していた以上、本件不動産の所有権は

右許可によつて適法有効に上告人に移転しているのであつて、その後財産税債権が

時効完成によつて消滅したとしても、これにより物納許可が効力を失い、ひいては

上告人において本件不動産の所有権を失うことになるものではないという。しかし、

原審の確定したところによれば、本件物納許可当時は財産税債権は存在していたが、

その後上告人において本件不動産につき物納許可を原因とする所有権移転登記手続

を経由しないうちに、右債権が時効完成により消滅したというのであるから、右物

納許可は、その当初こそ有効であつたにしても、右財産税債権の消滅によつてその

効力を失い、また、物納許可により上告人に移転していた本件不動産の所有権は、

その移転の原因たる物納許可が効力を失うことによつて当然に被上告人に復帰した

ものと解するのが相当である。そうだとすれば、上告人において本件不動産につき

所有権移転登記を経由した当時においては、その所有権は被上告人に帰属していた

ことが明らかであり、これと結論を同じくする原判決は、結局において正当に帰す

る。それゆえ、論旨は採用しえない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

　　　　　最高裁判所第三小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　横　　　田　　　正　　　俊

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　柏　　　原　　　語　　　六

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　田　　　中　　　二　　　郎
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　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　下　　　村　　　三　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　松　　　本　　　正　　　雄
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